
（アウトプット指標による目標）

（アウトカム指標による目標）

事業番号 267

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート（内閣府）

対策の柱立て（大区分） Ⅲ．暮らしの安心・地域活性化

担当部局
内閣府政策統括官（共生社会

政策担当）
対策の柱立て（中区分） １．暮らしの安心の確保

対策の柱立て（小区分①） （１）安心できる医療体制の構築等

担当課 自殺対策推進室

対策の柱立て（小区分②）

対策における施策の名称 自殺対策の推進：若年層対策等

（事業名） 自殺総合対策大綱見直しに伴う新たな自殺対策の推進 新規/既存 □新規　　　■既存

平成24年度補正予算額 30.2億円
一般会計/特別会計

（特会の場合には名称も記
載）

一般会計

事業の内容
（予算については、
予算の使途及び

予算を交付等する対象者
を明記）

自殺総合対策大綱を踏まえ地域が行う下記の事業を行うための基金（都道府県に造成されている地域自殺対策緊急
強化基金）への積み増しを行う。
・対面相談型相談支援事業　・電話相談支援事業
・人材養成事業　・普及啓発事業　・強化モデル事業

実施方法 　□直接実施　　　□委託・請負　　　　□補助金　　　　□負担金　　　　■交付金　　　　□貸付金　　　　□その他（　　　）

アウトプット指標（進捗指標）

アウトカム指標（効果指標）

事業の進捗状況

予算の執行状況

（進捗実績、
今後のスケジュール）

執行早期化のために
講じている工夫

事業に関するURL
（事業実施場所、補助先等）

地域自殺対策緊急強化基金の概要（内閣府ＨＰ）
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/area/index.html

交付額：24年度内に全額交付。

基金からの支出額：25年度内に満額執行を目指し、6月に地方公共団体等における基金からの執行済額を把握する
等、執行状況の把握に努める。

６月時点で下記事業の実施に着手することを目指す。
①対面相談事業の実施事業数：140事業以上　　　→432事業実施
②電話相談支援事業の実施事業数：40事業以上　→138事業実施
③人材養成事業の実施事業数：300事業以上　　　→502事業実施
④普及啓発事業の実施事業数：300事業以上　　　→602事業実施
⑤強化モデル事業の実施事業数：140事業以上　　→355事業実施
                                                                      ※実績事業数は、平成25年6月1日時点の平成25年度事業数。

３月８日に交付決定。

現在、市町村等において一部実施済み。
都道府県執行分は、６月１日時点で、予定47都道府県中、計47都道府県において実施済。

国 

都道府県 

交付決定済（３月８日） 

市区町村・民間団体等 

一部実施済み 


